
事業年度の途中でＡ市から川口市に転入した場合

川口市 Ａ市（税率は川口市と同様とする）

９月１５日～３月３１日（６か月と１７日間） ４月１日～９月１４日（５か月と１４日間）

存在した月数 ７か月（端数切上） ６か月（端数切上）

分割基準
（市ごとの従業者数）

１７人（事業年度末日の人数）×７か月÷１２か月
＝９．９１６６…人
≒１０人（端数切上）

１７人（転入月の前月末日の人数）×６か月÷１２か月
＝８．５人
≒９人（端数切上）

分割基準
（全従業者数）

課税標準額
３６０，０００×１０人÷１９人
＝１８９，４７３．６８…円
≒１８９，０００円（千円未満切捨）

３６０，０００×９人÷１９人
＝１７０，５２６．３１…円
≒１７０，０００円（千円未満切捨）

税額
１８９，０００円×６．０％＝１１，３４０円
≒１１，３００円（百円未満切捨）

１７０，０００円×６．０％＝１０，２００円

存在した月数 ６か月（端数切捨） ５か月（端数切捨）

税額
５０，０００円×６か月÷１２か月
＝２５，０００円

５０，０００円×５か月÷１２か月
＝２０，８３３．３３…円
≒２０，８００円（百円未満切捨）

１１，３００円＋２５，０００円＝３６，３００円 １０，２００円＋２０，８００円＝３１，０００円法人市民税合計額

　移転日　９月１５日
　事業年度　４月１日～３月３１日
　従業者数　１７人
　法人税額　３６万円
　資本金等の額　１，０００万円

事務所等が存在した期間

１０人＋９人＝１９人
法人税割

均等割


